
※貸付には当基金審査委員会による審査がございます。

公益財団法人福島県総合社会福祉基金
〒960-8670  福島市杉妻町２番１６号 福島県社会福祉課内

ＴＥＬ：024-521-7664 ＦＡＸ：024-521-7917

＜申込みは随時受け付け中！！＞
詳しい内容のお問い合わせは下記にお願いします

対象事業

償還期間

地域福祉を支えます

公益財団法人福島県総合社会福祉基金貸付事業
地域福祉を支えます

公益財団法人福島県総合社会福祉基金貸付事業

・ 社会福祉施設の新設・増築・改修・備品整備及び用地取得に要する資金

で国、県等の補助事業の対象であるもの

・社会福祉施設の小規模な施設改築に要する資金

（国、県等の補助事業の対象外でも貸付対象となります。）

・当基金審査委員会の審査で適当と認めたもの

・ 500万円未満の貸付･･････････････････・ 5年以内の返済

・ 500万円以上1,000万円未満の貸付････10年以内の返済

・ 1,000万以上の貸付･･･････････････････15年以内の返済

貸付利率
貸付年度の4月1日現在の独立行政法人福祉医療機構貸付利率による。

【参考】令和７年度利率 1.5%～1.9%(償還期間等によって異なる)

対 象 者

・社会福祉法人

・公益法人

・宗教法人その他公益事業を行う特殊法人

・社会福祉又は介護保険に関する事業を行うものとして当基金審査委員会

の審査で適当と認めたもの（介護老人保健施設を開設する医療法人等）

対象事業

・施設の整備、福祉団体等の運営につき、各種補助金等の交付までの間に

必要とする資金

・施設の運営、福祉団体等の活動に要する資金で施設の運営実績があり、

当基金審査委員会の審査で適当と認めたもの

償還期間 １年以内で基金が指定する日

貸付利率 年１．０％

対 象 者

・社会福祉法人

・公益法人

・社会福祉協議会

・社会福祉又は介護保険に関する事業を行うものとして当基金審査委員会
の審査で適当と認めたもの

・国、県、市町村、日本財団、中央競馬馬主社会福祉財団等の補助金の交

付を受けることが確定したもの
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